
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 

に係る「見える化要件」について 

 

令和 4年 10月 

社会福祉法人鶴林園 

 

介護職員の処遇改善についてはこれまでにも何度か取組が行われて来ましたが｢新しい政策パッケージ

(平成 29年 12月 8日閣議決定)｣において｢介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技

能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。｣とされ令和元年 10月より

｢介護職員等特定処遇改善加算｣が創設されました。 

社会福祉法人鶴林園では、既存の介護職員処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算、介護職

員等ベースアップ等支援加算を取得し、介護職員等の職場環境と待遇の改善に努めています。 

 

区分 求められる職場環境要件 当法人の取り組み 

入職促進に向けた

取組 

法人や事業所の経営理念やケア方針・

人材育成方針、その実現のための施

策・仕組みなどの明確化 

✔法人の経営理念や事業方針、事業所の

事業計画や教育方針を示し、採用時研修

や入社年度別研修を実施しています。 

資質の向上やキャ

リアアップに向け

た支援 

働きながら介護福祉士取得を目指す

者に対する実務者研修受講支援や、よ

り専門性の高い介護技術を取得しよ

うとする者に対する喀痰吸引、認知症

ケア、サービス提供責任者研修、中堅

職員に対するマネジメント研修の受

講支援等 

✔未経験者の幅広い採用を行い、働きな

がら介護職員実務者研修の受講などを

支援しています。更なるキャリアップの

ため、各種資格取得の励行を実践してい

ます。 

 

✔法人内における現職介護職員の 68％

が介護福祉士の資格を取得しています。 

両立支援・多様な

働き方の推進 

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス

等の職員相談窓口の設置等相談体制

の充実 

✔上司による定期的な面談の他、ハラス

メント専用相談窓口を設け、守秘義務を

堅持した相談体制に取り組んでいます。 

腰痛を含む心身の

健康管理 

短時間勤務労働者等も受診可能な健

康診断・ストレスチェックや、従業員

のための休憩室の設置等健康管理対

策の実施 

✔毎年、全職員に対する健康診断に合わ

せてストレスチェックを実施し、専門家

による相談の機会を設けています。 

 

✔毎年、専門家による「職員健康教室」

を開催し、法人全体で職員の健康管理に

取り組んでいます。 

生産性向上のため

の業務改善の取組 

５S活動（業務管理の手法の１つ。整

理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を

とったもの）等の実践による職場環境

の整備 

✔「凡事徹底」の理念の下、事業所にお

ける５S活動に取り組んでいます。 

 

✔法人内に安全衛生委員会を組織し、定

期的な「職場パトロール」を実施し、職

場環境の維持改善に取り組んでいます。 

やりがい・働きが

いの醸成 

・ミーティング等による職場内コミ

ュニケーションの円滑化による個々

✔事業所において各種委員会による QC

活動を行い、職員間のコミュニケーショ



の介護職員の気づきを踏まえた勤務

環境やケア内容の改善 

・地域包括ケアの一員としてのモチ

ベーション向上に資する、地域の児

童・生徒や住民との交流の実施 

ンと業務改善、QOL 向上に努めていま

す。 

 

✔法人内における委員会活動で、事業所

間多職種による活動を行い、コミュニケ

ーションの促進を図っています。 

 

✔地域の保育園や小学校との定期交流

会、中学生の体験実習、高校生との交流

会、大学生の実習受入など、幅広い交流

の機会を設けています。 

 

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定 

当法人の次の事業所で要件に適合する加算を算定しています。 

 

・養護老人ホーム（特定入居者生活介護） 

・特別養護老人ホーム 

・ショートステイサービス 

・デイ・センター 

・訪問入浴サービスセンター 

・ホームヘルプサービスセンター 

 

 


